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１．国民の皆様へ

平成25年4月1日に当センターの理事長に就任した髙井陸雄です。

当センターは、『国立大学法人、大学共同利用機関法人及び独立行政法人国立高等専門学

校機構の施設の整備等に必要な資金の貸付け及び交付その他の業務を行うことにより、国

立大学法人等の教育研究環境の整備充実等に資すること』を目的に設置されている独立行

政法人で、私のこれまでの国立大学法人での学長及び監事等として培った経営経験を活か

して、当センターの各事業の成果を高めるように努力して参りたいと考えております。

さて、当センターを取り巻く環境は大変に厳しい状況になっております。かいつまんで

申し上げますと、平成22年の政府の事業仕分けにおいては、国立大学法人等への財務・経

営の改善に資するための情報提供、相談・助言事業や財産管理等に関する協力・助言事業

については、平成22年度末をもって廃止となりました。また調査・研究事業についても、

平成23年度末をもって廃止となっております。また、平成24年1月の「独立行政法人の制

度及び組織の見直しの基本方針」（閣議決定）では、「国立大学財務・経営センターについ

ては廃止し、その業務のうち当面継続されるものについては、統合後の法人（大学入試セ

ンター及び大学評価・学位授与機構を統合し生まれる組織）に移管する」との方針が示さ

れておりました。

しかしこのように、一旦は「廃止」が示された方針ですが、現政府のもとでは、平成25

年1月の閣議決定において、『先の基本方針については、当面凍結し、今後の独立行政法人

の見直しについては、引き続き検討する』こととなっております。

国立大学法人等の施設は、創造性豊かな人材養成や独創的・先端的な学術研究、高度先

進医療の推進を実現するための大切な基盤であり、安定的・継続的に整備することが重要

であるとの認識のもと、当センターでは、附属病院の建物の整備や新たな医療機器の設置

に必要な資金の貸付け、大学生活が快適に過ごせるようにキャンパス等の建物整備や改修

に必要な資金を交付しており、その機能は独立行政法人化以前の平成4年に国立学校の国

有財産の適切かつ有効的な活用等を目的に設置された国立学校財務センターから培われ、

引き継いでおります。国立大学法人等が所有する国有財産の有効活用、並びにその財産を

高等教育のさらなる発展に資するように利用していくため、国立大学法人等に承継されて

いる国有財産を有意義に利用する視点から、当センターが今後果たすべき役割はますます

多くなると考えております。

今後とも、独立行政法人の改革の中で、当センターの融資等の業務の必要性について特

に丁寧に説明を行うことにより、国立大学法人等の施設費の貸付け・交付事業を継続して

行うことにご理解いただけるよう努力をして参ります。

とりわけ国立大学附属病院が教育・研究・高度先進医療・地域医療貢献等の公的使命を

実現させるために、財政・財務・経営面において下支えして参りますので、これからも皆

様方の暖かいご支援とご理解のほどよろしくお願いいたします。

独立行政法人国立大学財務・経営センター

理事長 髙 井 陸 雄
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２．基本情報

（１）独立行政法人国立大学財務・経営センターの概要

ⅰ）設置目的

独立行政法人国立大学財務・経営センター（以下「センター」という。）は、「国立大学法人、大学

共同利用機関法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構（以下「国立大学法人等」という。）の施設

の整備等に必要な資金の貸付け及び交付並びに国立大学法人等の財務及び経営に関する調査及び研究、

その職員の研修その他の業務を行うことにより、国立大学法人等の教育研究環境の整備充実並びに財務

及び経営の改善を図り、もって国立大学、大学共同利用機関及び国立高等専門学校における教育研究の

振興に資すること」を目的としております。（センター法第３条）

ⅱ）業務内容

当法人は、センター法第３条の目的を達成するため以下の業務を行います。

①国立大学法人等の財産の適切かつ有効な活用について国立大学法人等に対する協力及び専門的、技

術的助言を行うこと。

②国立大学法人及び大学共同利用機関法人に対し、文部科学大臣の定めるところにより、土地の取得、

施設の設置若しくは整備又は設備の設置に必要な資金の貸付け（施設費貸付事業）を行うこと。

③国立大学法人等に対し、文部科学大臣の定めるところにより、土地の取得、施設の設置若しくは整

備又は設備の設置に必要な資金の交付（施設費交付事業）を行うこと。

④高等教育に係る財政並びに国立大学法人等の財務及び経営に関する調査及び研究を行うこと。

⑤国立大学法人等における財務及び経営の改善に関し、その職員の研修、情報提供その他の業務を行

うこと。

⑥前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

ⅲ）沿革

センターは、平成４年に「国立学校設置法」（昭和24年法律第150号）に基づき大学共同利用機関と

同等の位置付けとして設置され運営されてきましたが、平成16年４月に国立大学法人等の発足とともに、

独立行政法人国立大学財務・経営センターとなりました。

平成 4年 4月 1日 ・文部省に、国立学校財務センターの業務等に関する連絡協議等を行うため

関係局（部）課による連絡協議会が発足

平成 4年 4月10日 ・文部大臣裁定により、国立学校財務センターの創設準備組織要領が制定さ

れ、放送教育開発センターに国立学校財務センター創設準備に関する事務

を処理するため、「創設室」を設けることが決定

・準備室長に前川 正（前群馬大学長）が就任

・創設準備室を文部省内に設置

平成 4年 5月 6日 ・国立学校財務センターの設置を内容とする「国立学校設置法及び国立 学

校特別会計法の一部を改正する法律」（平成４年法律第37号）が公布

平成 4年 7月 1日 ・国立学校財務センター設立

・初代所長に前川 正が就任

平成11年 4月 1日 ・第２代所長に大﨑 仁（前日本学術振興会理事長）が就任

平成15年 7月16日 ・独立行政法人国立大学財務・経営センター法（平成15年法律第115号）が公布

平成16年 4月 1日 ・独立行政法人国立大学財務・経営センター設立

・初代理事長に遠藤昭雄（前国立教育政策研究所所長）が就任

平成22年 4月 1日 ・第２代理事長に豊田長康（前鈴鹿医療科学大学副学長、元国立大学法人三重大学長）

が就任

平成25年 4月 1日 ・第３代理事長に髙井陸雄（前国立大学法人東京農工大学監事、元国立大学

法人東京海洋大学長）が就任
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ⅳ）設立根拠法

独立行政法人国立大学財務・経営センター法（平成15年法律第115号）

ⅴ）主務大臣（主務省所管課）

文部科学大臣（文部科学省高等教育局国立大学法人支援課）

ⅵ）審議等機関

理事長の管理運営責任の下で法人を運営するという独立行政法人制度の趣旨を踏まえ、法人の意思決

定に関して外部有識者の助言機能及び意思決定の迅速化を図るべく、センター規則により次のような機

関を設置しています。

① 運営評議会

業務運営に関する重要事項について外部有識者の意見を聴くため、国立大学学長、学識経験者等（20名

以内）からなる「運営評議会」を設置しています。

② 研究活動委員会

運営評議会における審議のうち、専門的な事項である調査研究に関する事項について審議するため、

「研究活動委員会」を設置し、審議の結果を運営評議会会長に報告することとなっています。

ⅶ）組織図

運営評議会

理 事 長 理 事 総 務 部 総 務 課 総 務 係

会 計 係

監 事 内部監査室 副 部 長 資金管理係

（連携）

施設助成課 施設助成係

審 議 役 専 門 職 員

主任助成員

（２）センターの所在地

本 部：千葉県千葉市美浜区若葉２－１２

東京連絡所：東京都千代田区一ツ橋２－１－２

（３）資本金の状況

センターの資本金は、平成25年３月末で13億72百万円となっています。これは、土地、建物など、

国から現物出資されたものとなります。

土地については、学術総合センターに入居する４機関（当センター、大学共同利用機関法人情報・

システム研究機構国立情報学研究所、国立大学法人一橋大学、独立行政法人大学評価・学位授与機構）

による按分による持ち分で、5億9百万円となっています。

建物等については、学術総合センター8億62百万円となっています。

なお、キャンパス・イノベーションセンター（東京及び大阪）については、「独立行政法人整理合

理化計画」（平成19年12月24日、閣議決定）及び「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」

（平成22年12月７日、閣議決定）を踏まえ、平成24年４月をもって、それぞれ国立大学法人東京工業

大学及び国立大学法人大阪大学に売却（それぞれ平成24年３月30日付で建物等売買契約を締結）して

おります。

また、学術総合センターにある講堂・会議室等についても「独立行政法人の事務・事業の見直しの

基本方針」（平成22年12月７日、閣議決定）を踏まえ、平成24年５月17日をもって、国立大学法人一

橋大学に売却（平成24年５月14日付で土地建物等売買契約を締結）しております。
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(単位：百万円)

区 分 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高

政府出資金 9,602 － 8,230 1,372

資本金合計 9,602 － 8,230 1,372

（４）役員の状況 （平成25年３月31日現在）

役 職 氏 名 任 期 経 歴

理事長 豊田 長康 自 平成22年 4月 1日 昭和53年12月 三重大学助手

至 平成25年 3月31日 平成 2年 7月 三重大学講師

平成 3年12月 三重大学教授

平成14年 2月 三重大学学長補佐

平成16年 4月 国立大学法人三重大学長

平成21年 4月 鈴鹿医療科学大学副学長

平成22年 4月 国立大学財務・経営センター理事長

理事 玉上 晃 自 平成24年 4月 1日 昭和57年 4月 山口大学

至 平成25年 3月31日 平成16年 4月 文部科学省高等教育局高等教育企画課

補佐

平成19年 4月 九州大学企画部長

平成21年 7月 文部科学省高等教育局大学振興課大学

入試室長

平成22年 4月 文部科学省高等教育局医学教育課大学

病院支援室長

平成24年 4月 国立大学財務・経営センター理事

監事 觀山 正見 自 平成22年 4月 1日 昭和58年 6月 京都大学助手

（非常勤） 至 平成25年 3月31日 平成元年 3月 国立天文台助教授

平成 4年12月 国立天文台教授

平成16年 4月 自然科学研究機構国立天文台副台長

平成18年 4月 自然科学研究機構国立天文台長

平成20年10月 国立大学財務・経営センター監事（非常勤）

平成24年 4月 国立大学法人広島大学学長室特任教授

監事 小笠原 直 自 平成22年 4月 1日 平成元年 4月 第一勧業銀行（現みずほコーポレート銀行）

（非常勤） 至 平成25年 3月31日 平成 3年12月 太陽監査法人（現太陽ＡＳＧ有限責任監査法人）

平成19年 4月 〃 代表社員

平成20年10月 監査法人アヴァンティア法人代表、代表社員

平成22年 4月 国立大学財務・経営センター監事（非常勤）

（注）担当欄については、該当がないため省略した。

（５）常勤職員の状況

常勤職員は平成24年度末において14人（対前年度比：７人減）であり、平均年齢は42歳（前年度末

44歳）となっています。このうち、国又は国立大学法人等からの出向者は11人であり、民間からの出

向者はおりません。

（注）時点は、平成25年１月１日現在。
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３．簡潔に要約された財務諸表

（１）貸借対照表
（単位：百万円）

資産の部 金額 負債の部 金額

流動資産 857,333 流動負債 80,780

現金及び預金 2,997 運営費交付金債務 312

有価証券 11,896 一年以内償還予定

たな卸資産 11,465 国立大学財務・経営センター債券 5,000

施設費貸付金 446,634 一年以内返済予定長期借入金 23,348

承継債務負担金債権 382,844 一年以内返済予定承継債務 50,611

その他 1,496 その他 1,508

固定資産 1,042 固定負債 750,530

有形固定資産 1,040 資産見返負債 10

無形固定資産 2 国立大学財務・経営センター債券 20,000

長期借入金 398,287

承継債務 332,233

負債合計 831,310

純資産の部

資本金 1,372

政府出資金 1,372

資本剰余金 △339

利益剰余金 26,033

純資産合計 27,065

資産合計 858,375 負債純資産合計 858,375

（２）損益計算書
（単位：百万円）

金額

経常費用(A) 24,961

業務費 24,806

人件費 78

減価償却費 4

施設費交付金 5,494

支払利息 15,818

その他 3,413

一般管理費 141

人件費 81

減価償却費 2

その他 58

財務費用 13

債券発行費 13

経常収益(B) 22,674

運営費交付金収益 229

共同利用施設貸付料収入 18

処分用資産賃貸収入 346

処分用資産売却収入 5,724

施設費交付金収益 275

受取利息 16,038

その他 44

臨時損失(C) 13

臨時利益(D) 2

前中期目標期間繰越積立金取崩額(E) 21

国立大学財務・経営センター法第１５条積立金取崩額(F) 2,288

当期総利益（B-A-C+D+E+F） 10
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（３）キャッシュ・フロー計算書
（単位：百万円）

金額

Ⅰ 業務活動によるキャッシュ・フロー(A) 25,562

業務活動による支出 △70

人件費支出 △156

施設費交付金の交付による支出 △5,469

施設費貸付金の貸付による支出 △53,466

承継債務に係る利息の支払額 △10,622

長期借入金に係る利息の支払額 △5,192

センター債に係る利息の支払額 △210

その他の業務支出 △163

運営費交付金収入 337

共同利用施設の貸付による収入 16

承継債務負担金債権の回収による収入 54,949

承継債務負担金債権に係る利息の受取額 10,622

施設費貸付金の回収による収入 23,582

施設費貸付金に係る利息の受取額 5,617

処分用資産の売却による収入 5,100

処分用資産の貸付による収入 347

施設費交付金の納付による収入 275

その他の収入 66

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー(B) △2,991

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー(C) △26,157

債券の発行による収入 4,987

債券の償還による支出 △5,000

長期借入れ（財政融資資金借入金）による収入 49,995

長期借入金（財政融資資金借入金）返済による支出 △20,111

承継債務の返済による支出 △54,949

不要財産に係る国庫納付による支出 △1,078

Ⅳ 資金減少額(D=A+B+C) △3,586

Ⅴ 資金期首残高(E) 6,583

Ⅵ 資金期末残高(F=D+E) 2,997

（４）行政サービス実施コスト計算書

（単位：百万円）

金額

Ⅰ 業務費用 2,535

損益計算書上の費用 24,974

（控除）自己収入等 △22,439

（その他の行政サービス実施コスト）

Ⅱ 損益外減価償却相当額 59

Ⅲ 損益外減損損失相当額 3,749

Ⅳ 損益外除売却差額相当額 9

Ⅴ 引当外賞与見積額 △5

Ⅵ 引当外退職給付増加見積額 △1

Ⅶ 機会費用 19

Ⅷ （控除）国庫納付額 △1,078

Ⅸ 行政サービス実施コスト 5,286

※単位未満を四捨五入しており、各欄の合計と表示合計は一致しない場合がある。
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（５）財務諸表の科目

① 貸借対照表

現金及び預金：現金、預金

有価証券 ：満期保有目的で保有する有価証券のうち、満期が１年以内に到来するもの

たな卸資産 ：売却のため保有している販売用不動産

施設費貸付金：施設費貸付事業による国立大学法人への長期貸付金

承継債務負担金債権：国立学校特別会計から承継された国立大学法人への債権

その他（流動資産）：上記以外の流動資産

有形固定資産：土地、建物、機械装置、車両、工具など独立行政法人が長期にわたって使用また

は利用する有形の固定資産

無形固定資産：ソフトウェアなど独立行政法人が長期にわたって使用または利用する無形の固定

資産

運営費交付金債務：独立行政法人の業務を実施するために国から交付された運営費交付金のうち、

未使用の部分に該当する債務残高

一年以内償還予定国立大学財務・経営センター債券：施設費貸付事業を実施する資金の調達のた

め発行した債券のうち、償還期日が１年以内の額

一年以内返済予定長期借入金：施設費貸付事業を実施する資金の調達のため借り入れた長期借入

金のうち、支払期日が１年以内の額

一年以内返済予定承継債務：国立学校特別会計から承継された財政融資資金への債務のうち、支

払期日が１年以内の額

その他（流動負債）：上記以外の流動負債

資産見返負債：運営費交付金で取得した固定資産の未償却残高

国立大学財務・経営センター債券：施設費貸付事業を実施する資金の調達のため発行した債券

長期借入金 ：施設費貸付事業を実施する資金の調達のため借り入れた長期借入金残高

承継債務 ：国立学校特別会計から承継された財政融資資金への債務残高

政府出資金 ：国からの出資金であり、独立行政法人の財産的基礎を構成

資本剰余金 ：国からの交付された施設費や寄附金などを財源として取得した資産で独立行政法

人の財産的基礎を構成するもの

利益剰余金 ：独立行政法人の業務に関連して発生した剰余金の累計額

② 損益計算書

業務費 ：独立行政法人の業務に要した費用

一般管理費 ：独立行政法人の管理に要した費用

人件費 ：給与、賞与、法定福利費等、独立行政法人の職員等に要する経費

減価償却費 ：業務に要する固定資産の取得原価をその耐用年数にわたって費用として配分する経費

施設費交付金：施設費交付事業による国立大学法人等への交付金

支払利息 ：長期借入金、承継債務、センター債の利息の支払額

その他 ：備品消耗品費、水道光熱費、保守営繕費等の経費

債権発行費 ：債券の発行に要する経費

運営費交付金収益：国からの運営費交付金のうち、当期の収益として認識した収益

共同利用施設貸付料収入：学術総合センター講堂・会議室の利用料金等による収入

処分用資産賃貸収入：売却のため保有している販売用不動産の賃貸による収入

処分用資産売却収入：売却のため保有している販売用不動産の売却による収入

施設費交付金収益：国立大学法人等による土地譲渡収入の一部納付による収益

受取利息 ：施設費貸付金及び承継債務負担金債権による受取利息

その他（経常収益）：上記以外の経常収益

臨時損失：固定資産の減損及び不要資産売却収入の国庫納付により生じた損失

③ キャッシュ・フロー計算書

業務活動によるキャッシュ・フロー：独立行政法人の通常の業務の実施に係る資金の状態を表し、

サービスの提供等による収入、サービスの購入による支出、人件費支出等が該当

投資活動によるキャッシュ・フロー：将来に向けた運営基盤の確立のために行われる投資活動に

係る資金の状態を表し、固定資産や有価証券の取得・償還等による収入・支出が
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該当

財務活動によるキャッシュ・フロー：増資等による資金の収入・支出、債券の発行・償還及び借

入れ・返済による収入・支出等、資金の調達及び返済などが該当

④ 行政サービス実施コスト計算書

業務費用 ：独立行政法人が実施する行政サービスのコストのうち、独立行政法人の損益計算

書に計上される費用

損益外減価償却相当額：償却資産のうち、その減価に対応すべき収益の獲得が予定されないもの

として特定された資産の減価償却費相当額（損益計算書には計上していないが、

累計額は貸借対照表に記載されている）

損益外減損損失相当額：償却資産のうち、その減価に対応すべき収益の獲得が予定されないもの

として特定された資産の減損損失相当額（損益計算書には計上していないが、累

計額は貸借対照表に記載している）

損益外除売却差額相当額：償却資産のうち、その減価に対応すべき収益の獲得が予定されないも

のとして特定された資産の除売却差額相当額（損益計算書には計上していないが、

累計額は貸借対照表に記載している）

引当外賞与見積額：財源措置が運営費交付金により行われることが明らかな場合の賞与引当金見

積額（損益計算書には計上していないが、仮に引き当てた場合に計上したであろ

う賞与引当金見積額を貸借対照表に注記している）

引当外退職給付増加見積額：財源措置が運営費交付金により行われることが明らかな場合の退職

給付引当金増加見積額（損益計算書には計上していないが、仮に引き当てた場合

に計上したであろう退職給付引当金見積額を貸借対照表に注記している）

機会費用 ：出資額を市場で運用したならば得られたであろう金額

４．財務情報

（１）財務諸表の概況

① 経常費用、経常収益、当期総損益、資産、負債、キャッシュ･フローなどの主要な財務データの経

年比較・分析（内容・増減理由）

（経常費用）

平成24年度の経常費用は24,961百万円と、前年度比2,829百万円減（10.2％減）となっています。

これは、承継債務の支払利息の減2,041百万円（16.4％減）が主な要因です。

（経常収益）

平成24年度の経常収益は22,674百万円と、前年度比2,598百万円減（10.3％減）となっています。

これは、承継債務償還業務における国立大学法人への承継債務負担金債権の受取利息の減2,041百万

円（16.4％減）が主な要因です。

（当期総損益）

平成24年度の当期総利益は10百万円と、前年度比37百万円減（78.7％減）となっています。これは、

学術総合センター講堂・会議室等の移管に伴う共同利用施設貸付料収入の減103百万円（85.1％減）

が主な要因です。

（資産）

平成24年度末現在の資産合計は858,375百万円と、前年度末比32,822百万円減（3.7％減）となって

います。これは、承継債務償還業務における国立大学法人への承継債務負担金債権の減54,949百万円

（12.6％減）が主な要因です。

（負債）

平成24年度末現在の負債合計は831,310百万円と、前年度末比25,629百万円減（3.0％減）となって

います。これは、承継債務償還業務における財政融資資金借入金の返済による承継債務の減50,611百

万円（13.2％減）が主な要因です。

（業務活動によるキャッシュ・フロー）

平成24年度の業務活動によるキャッシュ・フローは25,562百万円と、前年度比1,679百万円減

（6.2％減）となっています。これは、承継債務負担金債権の回収による収入が前年度比4,135百万円減

（7.0％減）となったことが主な要因です。
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（投資活動によるキャッシュ・フロー）

平成24年度の投資活動によるキャッシュ・フローは△2,991百万円と、前年度比193百万円増（6.9

％増）となっています。これは、国立大学法人等に対する施設費貸付事業及び交付事業における有価

証券の取得による支出額が増加したことが主な要因です。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

平成24年度の財務活動によるキャッシュ ・フローは△26, 1 5 7百万円と、前年度比862百万円減

（3.2％減）となっています。これは、承継債務の返済による支出が前年度比4,136百万円減（7％減）

となったことが主な要因です。

主要な財務データの経年比較

（単位：百万円）

区分 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

経常費用 36,575 46,826 30,290 27,790 24,961

経常収益 39,542 42,950 26,631 25,272 22,674

当期総利益（△当期総損失） 2,967 39 31 47 10

資産 987,687 964,403 922,022 891,197 858,375

負債 941,068 922,152 883,721 856,939 831,310

利益剰余金 38,595 34,522 30,854 28,332 26,033

業務活動によるキャッシュ・フロー 19,651 16,020 37,573 27,241 25,562

投資活動によるキャッシュ・フロー 3,942 6,003 △3,761 △2,798 △2,991

財務活動によるキャッシュ・フロー △13,927 △18,634 △38,215 △27,019 △26,157

資金期末残高 10,174 13,563 9,160 6,583 2,997

② セグメント事業損益の経年比較・分析（内容・増減理由）

（区分経理によるセグメント情報）

一般勘定の事業利益は1百万円と、前年度比38百万円の減（94.9％減）となっています。これは、

学術総合センター講堂・会議室等の移管により共同利用施設貸付料収入が前年度比104百万円の減（8

5.5％減）となったことが主な要因です。

施設整備勘定の国立大学財務・経営センター法第15条第５項の規定による積立金の取り崩し額は、

2,288百万円と、前年度比270百万円の減（10.6％減）となっています。これは、施設費交付事業等の

必要額と旧学校特定財産の管理処分業務における処分用資産売却収入等との差額となります。

事業損益の経年比較（区分経理によるセグメント情報）

（単位：百万円）

区分 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

一般勘定 200 19 25 39 1

施設整備勘定 2,767 △3,896 △3,684 △2,558 △2,288

合計 2,966 △3,876 △3,659 △2,519 △2,287

③ セグメント総資産の経年比較・分析（内容・増減理由）

（区分経理によるセグメント情報）

一般勘定の総資産は1,550百万円と、前年度比5,012百万円の減（76.4％減）となっています。これ

は、不要財産の売却等により固定資産が前年度比4,928百万円の減（82.5％減）となったことが主な

要因です。

施設整備勘定の総資産は856,825百万円と、前年度比27,810百万円の減（3.1％減）となっています。

これは施設費貸付事業における施設費貸付金が446,634百万円と、前年度比29,884百万円の増（7.2％

増）となったものの、承継債務償還業務における承継債務負担金債権が382,844百万円と、前年度比

54,949百万円の減（12.6％減）となったことが主な要因です。
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総資産の経年比較（区分経理によるセグメント情報）

（単位：百万円）

区分 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

一般勘定 8,753 8,189 7,882 6,562 1,550

施設整備勘定 978,934 956,214 914,140 884,635 856,825

合計 987,687 964,403 922,022 891,197 858,375

④ 積立金取崩内容等

前中期目標期間繰越積立金取崩額21百万円は、前中期目標期間において自己収入で取得した固定資

産の減価償却費相当額に充てるため、取り崩したものである。

国立大学財務・経営センター法第15条積立金取崩額2,288百万円は、施設費の交付金等によって生

じた損失の補填のため取り崩したものである。

⑤ 行政サービス実施コスト計算書の経年比較・分析（内容・増減理由）

平成24年度の行政サービス実施コストは5,286百万円と、前年度比767百万円の増（17％増）となっ

ています。これは固定資産の譲渡による損益外減損損失相当額が2,503百万円の増（200.9％増）とな

ったことが主な要因です。

行政サービス実施コストの経年変化

（単位：百万円）

区分 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

業務費用 △2,271 4,362 4,175 2,944 2,535

うち損益計算書上の費用 36,575 46,826 30,300 27,794 24,974

うち（控除）自己収入 △38,845 △42,464 △26,125 △24,850 △22,439

損益外減価償却相当額 291 295 282 276 59

損益外減損損失相当額 0 0 0 1,246 3,749

損益外除売却差額相当額 0 0 0 0 9

引当外賞与見積額 △4 0 1 △3 △5

引当外退職給付増加見積額 5 △4 24 △9 △1

機会費用 109 110 95 66 19

（控除）国庫納付額 0 0 0 0 △1,078

行政サービス実施コスト △1,869 4,763 4,577 4,519 5,286

（２）施設等投資の状況

① 当事業年度中に完成した主要施設等

なし

② 当事業年度において継続中の主要施設等の新設・拡充

なし

③ 当事業年度中に処分した主要施設等

キャンパス・イノベーションセンター（東京及び大阪）について、「独立行政法人整理合理化計

画」（平成19年12月24日、閣議決定）及び「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平

成22年12月７日、閣議決定）を踏まえ、平成24年４月をもって、それぞれ国立大学法人東京工業大

学及び国立大学法人大阪大学に売却（それぞれ平成24年３月30日付で建物等売買契約を締結）して

おります。

また、学術総合センターにある講堂・会議室等についても「独立行政法人の事務・事業の見直し

の基本方針」（平成22年12月７日、閣議決定）を踏まえ、平成24年５月17日をもって、国立大学法

人一橋大学に売却（平成24年５月14日付で土地建物等売買契約を締結）しております。
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（３）予算・決算の概況
（単位：百万円）

区分 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

予算 決算 予算 決算 予算 決算 予算 決算 予算 決算 差額理由

収入

運営費交付金 496 496 482 482 455 455 393 393 337 337

産学協力事業収入 294 292 79 129 114 121 128 111 0 13 ※1

長期借入金等 67,400 65,797 59,500 56,395 53,400 41,454 59,800 53,940 56,900 54,995 ※2

財産処分納付金 5,280 6,398 7,071 13,278 78 130 88 728 536 275 ※3

承継債務負担金等収入 105,149 104,703 99,354 98,667 97,575 97,084 97,886 97,249 95,555 94,769 ※4

財産処分収入 7,800 7,800 6,800 6,800 5,600 5,600 5,635 5,888 5,100 5,100

財産賃貸収入 668 661 621 592 534 501 447 424 367 347 ※5

その他の収入 279 9 2 17 2 21 2 24 2 1,181 ※6

支出

センター事業費 280 276 276 220 264 228 207 180 159 100 ※7

一般管理費 217 196 208 167 194 175 188 166 180 139 ※8

産学協力事業費 294 262 79 100 114 92 128 82 0 16 ※9

施設費貸付事業費 68,789 67,186 61,274 58,170 50,920 38,974 57,991 52,131 55,371 53,466 ※10

施設費交付事業費 9,224 8,992 11,302 23,309 7,494 7,084 5,600 6,983 5,600 5,469 ※11

承継債務等償還金 103,771 103,184 97,279 96,435 99,728 99,129 99,379 98,609 96,821 95,873 ※12

その他の支出 4,791 340 438 394 463 409 425 380 363 1,449 ※13

（注）平成21年度より「財産処分納付金等」は「財産処分納付金」に名称を変更した。
平成21年度より「不動産処分収入」は「財産処分収入」に名称を変更した。
平成21年度より「不動産貸付料収入」は「財産賃貸収入」に名称を変更した。
平成21年度より「承継債務負担金等収入」は「長期貸付金等回収金」、「長期貸付金等受取利息」、「有価証券利
息」に分割して区分しており、平成21年度以降の予算、決算は合算額を記載した。
平成21年度より「承継債務等償還金」は「長期借入金等償還」、「長期借入金等支払利息」に分割して区分して
おり、平成21年度以降の予算、決算は合算額を記載した。

※1 会議室等の売却が24年度に実施されたため、譲渡日までの会議室収入が生じたこと等による。

※2 施設費貸付事業費の執行額について、入札の結果がその見込を下回ったこと等による。

※3 国立大学法人等の財産処分が見込みを下回ったことによる。

※4 繰上償還の発生および実際の貸付金利が予算作成時の採用金利と異なったこと等による。

※5 予算作成後の地価の下落に伴い、国立新美術館が見込以上に土地を購入した結果、貸付面積が減少したこと等

による。

※6 不要財産の売却収入があったこと等による。

※7 事業廃止により減員となったこと等による。

※8 経費の削減を図ったことによる。

※9 会議室等の譲渡が24年度に実施されたため、譲渡日までの維持管理費等が生じたこと等による。

※10 施設費貸付事業費の執行額について、入札の結果がその見込を下回ったこと等による。

※11 施設費交付事業として文部科学大臣が定めた額が見込を下回ったこと等による。

※12 実際の借入金利が予算作成時の採用金利と異なったこと等による。

※13 不要財産に係る国庫納付および譲渡収入に係る未払消費税が生じたこと等による。

（４）経費削減及び効率化目標との関係
当該項目については、18頁「５ 経費の削減状況」を参照。

５．事業の説明

（１）財源構造

当法人の経常収益は22,674百万円で、その内訳は、運営費交付金収益229百万円（収益の1％）、共

同利用施設貸付料収入18百万円（0.1％）、処分用資産賃貸収入346百万円（1.5％）、処分用資産売却

収入5,724百万円（25.2％）、施設費交付金収益275百万円（1.2％）、受取利息16,038百万円（70.7％）、

その他の収益44百万円（0.2％）となっています。これを事業別に区分すると、国立大学法人等に対

する施設費貸付事業及び交付事業では、運営費交付金収益81百万円（事業収益の0.4％）、処分用資

産賃貸料収入346百万円（1.5％）、処分用資産売却収入5,724百万円（25.2％）、施設費交付金収益27

5百万円（1.2％）、受取利息16,038百万円（70.7％）、その他の収益31百万円（0.1％）、大学共同利

用施設の管理運営事業では共同利用施設貸付料収入18百万円（0.1％）、その他の収益1百万円（0.0

％）、法人共通では、運営費交付金収益149百万円（0.7％）、その他の収益12百万円（0.1％）となっ

ています。

また、独立行政法人国立大学財務・経営センター法第16条の規定に基づき、施設費貸付事業に必要

な費用に充てるため、文部科学大臣の認可を受けて長期借入金をし（平成24年度49,995百万円、期末

残高421,635百万円）、国立大学財務・経営センター債券を発行しています（平成24年度5,000百万円、

期末残高25,000百万円）。
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（２）財務データ及び業務実績報告書と関連付けた事業説明

Ⅰ 業務運営の効率化等に関する目標を達成するためとるべき措置

１ 組織の見直し状況

１ 国の定めた法令等を遵守し、事業に対する国立大学法人、大学共同利用機関法人、独立行

政法人国立高等専門学校機構（以下「国立大学法人等」という。）及び国民の信頼を維持し

つつ業務を実施するため、業務内容を精査し、必要に応じて組織の見直しを行う。

また、法人の行う業務については、その役割との関係を踏まえた既存事業の徹底した見直

し等により、重点化、効率化を進める。

（注）点線枠内は「平成24年度年度計画」以下同じ。

（１）役員の状況

平成24年度の役員の状況については、前年度に引き続き、理事長、理事及び監事２名（非常勤２

名）の体制を維持している。

（２）事務組織の状況

平成24年度当初は、総務部長１名、総務部副部長１名、審議役１名、総務課６名、施設助成課６

名の計15名（対前年度比３名減）の体制で各事業を実施していたが、５月に完了した大学共同利用

施設の売却による当該施設の管理・運営業務の移管及びセンターの今後の事業展開等を踏まえ、事

務組織の見直し及びプロパー職員の新規採用を行い、10月からは、総務部長１名、総務部副部長１

名、審議役１名、総務課６名、施設助成課５名の計14名の体制で各事業を実施している。

（３）運営組織の状況

理事長の管理運営責任の下で自律的に法人を運営するという独立行政法人制度の趣旨を踏まえ、

法人の意思決定を的確かつ迅速に行うため、以下の運営に関する組織において審議等を行い、適切

な組織運営に努めている。

○ 運営評議会

理事長に対し助言を行う「運営評議会」（国立大学学長、学識経験者等15名で構成）を平成24年

６月21日および平成25年３月８日に開催した。

平成25年６月には平成23年度事業の実施状況及び平成23年度財務諸表等について、また、平成25

年３月には平成25年度計画及び平成24年度事業の進捗状況等について審議を行った。

○ 連絡会議

理事長の下、役員（監事含む）、課長以上の職員で構成する「連絡会議」を毎月２回定期的に開

催している。

連絡会議では、より効率的かつ効果的に事業を推進するため、組織一体で各課所掌の事業に取り

組むこととしており、各種事業の実施状況に関する情報交換等を行うとともに、各課で連携を図り

ながら事業展開や諸課題に対応するための意見交換等を行っている。

また、その結果については、同会議メンバーから各課の職員に周知し、全職員で情報を共有する

とともに、組織の意思決定の迅速化に繋げている。

○ 戦略会議

平成24年４月から理事長の下、役員及び課長以上の職員で構成する「戦略会議」を毎週定期的に

開催している。

センターでは「連絡会議」を役員会として位置付け、主として行事予定、主要業務の意見交換・

報告等が行われているのに対し、「戦略会議」は、理事長のリーダーシップの下、法人統合等を視

野に入れた今後のセンターの懸案事項等に関してブレインストーミング（集団発想法）的な会議形

態を用いて各種対応案を検討している。



- 13 -

（４）内部統制の状況

○ 法人の長のマネジメント環境の整備

予算・人事等の決定手続きについては、原則としてすべて理事長の決定により実施することとな

っている。ただし、定型的な事務処理等の一部の軽微な案件については、「文書処理・決裁規則」

に基づき、部課長の専決により実施している。

○ 法人のミッションの周知・徹底

大学改革を支援する法人として求められる事業の在り方を検討し、それを実現するための能力を

高めるため、理事長のリーダーシップの下、平成24年４月17日付でセンターの新たな運営方針を策

定し、全役職員に対しての周知徹底を行っている。

また、連絡会議、戦略会議において、必要に応じ、センターの運営方針について周知、再確認を

行っていることに加えて、少人数の組織のメリットを活かし、理事長自ら個々の職員との対話に努

め、法人のミッションを周知徹底している。

さらに平成24年度は、業務に関して、役員による講話を以下のとおり５回実施し、内部統制の強

化及び職員への当センターのミッションに対する知識・理解を深化させている。

・理事長講話：「国立大学財務・経営センター職員に求められること｣（５月22日）

・理 事講話：｢大学の制度、沿革、組織、予算等について｣（７月13日）

・理事長講話：｢国立大学病院のミッションと経営改革（第１回）｣（７月26日）

・理事長講話：｢国立大学病院のミッションと経営改革（第２回）｣（８月23日）

・理事長講話：｢施設費貸付事業に係る審査基準について｣（３月１日）

これらのほか、平成23年度から広報活動の一環として理事長のリーダーシップの下、「豊田理事

長の国立大学展望台」を作成し、当センターのウェブサイトに掲載しており、外部に当センターの

ミッション等を発信するとともに、当センターの全役職員が閲覧することで法人のミッションの共

有化を図っている。（これまでに７号既刊。）

○ リスク管理

センターでは、リスクをミッション遂行の障害となる要因と位置付け、法人運営上の課題やリス

クが認識された場合、ただちに理事長に対し報告を行い、理事長、理事、部長、所管課長等で対応

について検討し、対処している。

なお、具体例は以下のとおり。

① 「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成22年12月７日閣議決定）を踏まえ、

大学共同利用施設である講堂・会議室等を平成24年５月17日をもって、国立大学法人一橋大学に

売却（平成24年５月14日付で土地建物等売買契約を締結）を行った。その際にステークホルダー

（利害関係者等）に対しその影響（リスク）が及ばないように理事長のリーダーシップの下、利

用予定者からの施設予約及びシステム面の円滑な移管に係るリスクを洗い出し、関係各所と密接

な連携を取りつつ、適切な対応を実施している。

② 「独立行政法人の制度及び組織の見直しの基本方針」（平成24年１月20日閣議決定）において、

「国立大学財務・経営センターについては廃止し、その業務のうち当面継続されるものについて

は、統合後の法人に移管する」とされたことを踏まえ、平成24年４月から理事長の下、役員（原

則、監事は含まず）、課長以上の職員で構成する今後の法人統合等を視野に入れた「戦略会議」

等において、本件に係る対応等の検討を行った。

なお、平成25年１月24日に閣議決定された｢平成25年度予算編成の基本方針｣において、当セン

ターの廃止及び業務の移管等については、当面凍結されたものの、引き続き、センターの今後の

事業展開等を踏まえ、ステークホルダーである国立大学法人等に対し、その影響が及ばないよう

に検討を行っている。

③ 自然災害等のリスクに関しては、東日本大震災の際に帰宅困難者が発生したことを踏まえ、保

存食等の非常用備蓄用品を確保する等の措置を行っている。

○ 内部監査

内部監査による監査の結果については、理事長に報告を行うとともに、グループウェアに掲載し、
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全役職員に周知するとともに、監査の際に問題や課題を認識した場合は、適宜対応を行う体制を構

築している。

なお、平成24年度は問題等はなかった。

○ 内部監査の実施状況

内部監査室において、平成24年４月に「平成24年度内部監査計画」を作成し本計画に基づき、こ

れまでに以下のとおり定期監査を実施している。

・科学研究費補助金 ９月13日

・諸手当の現況確認 ９月13日

・法人文書管理状況 10月12日

・運営費交付金 10月19日

・施設費貸付・交付事業 10月19日

※ 法人文書管理状況及び施設費貸付・交付事業に係る内部監査については、平成24年度から新

たに実施。

なお、定期監査結果については、理事長に報告を行うとともにグループウェアに掲載し、全役職

員に周知している。

また、上記のほか、業務全般に対し、業務の適正かつ効率的な執行に資するため、例えば、すべ

ての決裁文書について確認を行う日常監査を実施している。

○ 監事監査

平成24年６月に平成23年度期末監事監査を実施し、「平成23年度年度計画の進捗状況」、「随意契

約の適正化を含めた入札・契約の状況」、「給与水準の状況」、「内部統制の状況」、「財務諸表、決

算報告書、事業報告書並びに業務執行」について監査を実施した。

また、平成24年12月に平成24年度期中監事監査を実施し、「期中における平成24年度年度計画の

進捗状況」、「随意契約の適正化を含めた入札・契約の状況」、「内部統制の状況」、「情報開示の状

況」及び平成24年度からは｢法人文書の管理状況｣について監査を実施した。

監査結果については、理事長に報告を行うとともに、グループウェアに掲載し、全役職員に周知

している。

なお、平成24年度は問題等はなかった。

○ 内部統制の状況把握・課題への対応

内部監査、監事監査及び会計監査人による監査の結果については、いずれも理事長に報告を行い、

監査の際に問題や課題を認識した場合は、適宜対応を行っている。

なお、平成24年度は、内部統制に係る問題等はなかった。

また、平成24年度は、理事長のリーダーシップの下、新たな運営方針の策定、役員による講話等

を実施し、内部統制の強化及び法人のミッションの共有化を図っている。

○ 中期目標・中期計画を達成するための計画の設定

中期目標・中期計画を達成するため、毎年度、年度計画を作成している。この年度計画において、

各事業ごとに当該年度の目標を設定している。

また、当センターのウェブサイトに中期目標等を掲載し、外部に当センターのミッション等を発

信するとともに全役職員に周知している。全役職員が閲覧することにより、全役職員が法人のミッ

ションを意識しつつ、業務を遂行している。

○ 上記計画の実施状況・結果のモニタリング

事項ごとの業務実績については、10月末（期中監事監査）、１月末（運営評議会）、３月末（期

末監事監査、運営評議会）に報告書を作成し適切にモニタリングを行っており、結果については、

理事長に報告し、モニタリングの際に問題や課題を認識した場合は、適宜対応を行う体制を構築し

ている。

なお、平成24年度は問題等はなかった。
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○ 法人文書管理

平成23年度の公文書管理法施行に伴い、平成24年度は、以下のとおり、法人文書管理に係る点検

及び監査を実施している。

なお、平成24年度は問題等はなかった。

・内部監査（10月12日）

・期中監事監査（12月12日）

・文書管理者（課長級）による点検（平成25年3月29日）

○ 規則等の見直し

「国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律」（平成24年2月29日施行）を踏まえ、平

成24年４月に役員給与規則、５月に職員給与規則等の規則を国に準じて改正している。

また、｢国家公務員退職手当法｣の改正（平成24年11月16日）を踏まえ、12月に役員退職手当規則

及び職員退職手当規則を国に準じて改正している。

このほか、適宜、必要な規則等の見直しを実施している。

（５）法人業務に対するニーズを把握して、業務改善を図る取組

○ 国立大学財務・経営支援懇談会

当センターの実施する事業について、国立大学法人等の実情を踏まえた事業展開を行うため、国

立大学法人等の立場から提言いただき、今後の事業展開の検討に活用することを目的とした「国立

大学財務・経営支援懇談会」を７月４日、10月17日、２月13日に開催している。

なお、平成24年度は、財務省理財局財投実地監査及び会計検査院からの指摘を踏まえ、施設費貸

付事業における審査基準の見直し及び施設費交付事業の財源確保等について議論がなされた。これ

を受けて、当該意見を集積し、当該見直し案へ反映させるとともに、今後のセンターの事業展開に

ついて活かすように努めた。

○ 病院経営分析検討チーム

当センターが実施する国立大学附属病院に対する施設費貸付事業により国立大学附属病院の公的

使命機能の向上を図るため、当センターが行う分析等の業務の在り方について検討することを目的

とした「病院経営分析検討チーム」を１月25日、３月１日に開催している。

なお、本チームは国立大学附属病院関係者（OB含む）で構成されていることから、平成24年度は

大学病院及び民間病院の現状等を踏まえ、施設費貸付事業における貸付審査基準の見直し等の検討

課題について、議論がなされた。

○ 一般社団法人国立大学協会との連携

当センターが実施する事業について、国立大学法人等の実情を踏まえた事業展開が行えるよう、

国立大学協会との連携を図るため、毎月定期的に意見交換を実施する等、高等教育及び国立大学法

人等に関する情報の把握に努めている。

○ 国民・利用者等からの意見聴取等

当センターの業務・マネジメントに関し、国民・利用者からの意見を聴取するため、ウェブサイ

トにおいて、随時意見募集を行っている。（これまで意見なし。）

また、法人業務に対するニーズ把握について、国立大学法人等や一般からの意見聴取も以下のと

おり実施している。

・法人業務及びセンターの組織・運営マネジメントに関するニーズ

平成24年度は、平成23年度から実施している地方銀行役員からの業務に対する意見聴取（平

成24年度は、10月26日及び12月21日に実施）での「国立大学附属病院への融資は採算だけに特

化できない」等の意見を踏まえ、銀行系シンクタンクに対し、今後のセンター業務に関する意

見聴取を行い、「事業を通した独法としての存在意義発揮の観点から、施設費貸付事業に係る

コンサル等、それに係る人材育成等を検討すべき」旨の意見等をいただいている。

また、センター債券の発行に際し、ＩＲ活動の一環として実施している個別投資家訪問を通

して、当センターの組織・運営のマネジメントについて投資家の意見等を聴取しているが、特

段の意見等はなかった。
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（６）法人における職員の積極的な貢献を促すための取組

○ 職員に対する研修等の推進

受講対象者の要件に該当する職員がいる場合には、可能な限り研修等に参加させ、職員の専門性

の強化や意識改革を図っている。

平成24年度は、業務に関し、理事長及び理事による講話を５回実施し、職員への当センターのミ

ッションに対する知識・理解を深化させている。

また、新たに定常業務の確実かつ効率的な履行に資するため、各職員から係の所掌事務の説明や

業務の改善案、改善報告等の発表会を11月20日に行い、当該発表を通して各職員に目的意識を持た

せ、意識改革を進める取組を行った。

さらに平成23年度の公文書管理法施行に伴い、センター内でも職員の公文書管理や情報公開等に

関する知識等の取得及び向上のため、国立公文書館等が主催する研修を受講した職員を講師とした

センター独自の研修（参加者：17名）を12月19日に実施している。

○ 節電及び経費の削減・効率化のための意見募集

平成23年３月に発生した東日本大震災により、東京電力管内の電力供給力が大幅に低下し、平成

24年度も電力不足が深刻化していたことから、当センターにおいても夏期及び冬期節電計画を定め、

業務に支障がない範囲において、電力の使用抑制を積極的に実施することを目的とし、「国立大学

財務・経営センターにおける自主的な無駄の削減への取組について」（平成21年10月１日付理事長

決定）を踏まえ、職員から意見募集を行い、夏季及び冬季休業日の設定等の意見を取り入れた上で、

夏期節電計画」（５月１日から10月31日）及び冬期節電計画（12月３日から３月29日）を定め、節

電及び経費の削減・効率化を図っている。

なお、節電計画の実施期間中における電気使用量は、節電計画による取組のほか、平成24年5月

17日付で一橋記念講堂等を国立大学法人一橋大学へ売却したこともあり、夏期節電計画においては、

対前年度同期比329,487KW（65.7%）減となっており、また、冬期節電計画においては、対前年度同

期（12月から１月）比82,363KW(80.5%)減の使用電力となっている。

２ 外部委託の検討・実施状況

２ 業務内容の見直しを行い、アウトソーシング可能なものについては、外部委託を推進する

とともに、外部委託の契約内容も逐次見直し、より一層の効率化を図る。

○ 外部委託の効率化の状況

「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成22年12月7日閣議決定）により保有資産

の見直しを行い、平成24年5月17日付で一橋記念講堂等を国立大学法人一橋大学へ売却したことに

より学術総合センターにおける当センターの専有面積持分割合が低くなった結果、面積比により負

担割合が決まる委託業務について削減された。

主なものは以下のとおり。

・学術総合センター建物管理業務

平成24年度支出額

14,175千円（対前年度△46,939千円）

・学術総合センター庁舎内清掃業務委託

平成24年度支出額

2,793千円（対前年度△6,268千円）

３ 事務情報化の推進状況

３ 情報セキュリティに配慮した事務情報化を推進し、事務処理のより一層の効率化と情報セ

キュリティ対策の向上を図る。

○ 事務情報化の推進状況

物品購入等に係る事務処理の電子決裁を図っているほか、事務情報化の推進及び事務的なデータ
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の共有を徹底し、業務の一層の効率化を図っている。

また、情報セキュリティ対策のため、情報セキュリティポリシー及び関係規則の制定に向けて、

連絡会議において監事も交えた意見交換や専門業者と検討を行い、当センターの情報システム等に

おける業務の継続性を確保するため、当センターの情報セキュリティに対する組織・管理体制及び

監査体制を規定した情報セキュリティポリシー及び関連規程を12月25日付で策定している。

なお、策定した情報セキュリティポリシー等を踏まえ、引き続き、さらなる事務情報化を図るこ

ととしている。

４ 客観的な評価・分析の実施及び決算情報・セグメント情報の公表の充実

４ 事業ごとの厳格かつ客観的な評価・分析の実施を促進し、その結果を事業選択や業務運営

の効率化に反映させること等により見直しの実効性を確保するとともに、センターの財務内

容等の一層の透明性を確保する観点から、決算情報、セグメント情報の公表の充実等を図る

こととする。

（１）客観的な評価・分析の実施及びその結果の業務運営の効率化等への反映

○ 「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成22年12月７日閣議決定）への対応

・ 事務・事業の見直し

「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成22年12月７日閣議決定）において、

当センターの実施する「財産管理・処分・有効活用に関する協力・助言事業」、「財務・経営

の改善に資するための情報提供、協力・助言事業」及び「高等教育に係る財政及び国立大学法

人等の財務・経営に関する調査及び研究事業」について、廃止するとされたことを踏まえ、平

成22年度末をもって経営支援課、平成23年度末をもって研究部を廃止する等の組織及び事業の

見直し等の対応を実施している。

・ 保有資産・運営等の見直し

大学共同利用施設について、当センターが将来にわたり業務を確実に実施する上で必要がな

くなったと認められること等により、それぞれ複数の不動産鑑定士に施設の鑑定評価をしても

らった結果を平均することで評価額を決定し、それに基づいて、キャンパス・イノベーション

センター（東京及び大阪）については、平成24年４月をもって、それぞれ国立大学法人東京工

業大学及び国立大学法人大阪大学に売却（それぞれ平成24年３月30日付で建物等売買契約を締

結）した。

また、講堂・会議室等についても、平成24年５月17日をもって、国立大学法人一橋大学に売

却（平成24年５月14日付で土地建物等売買契約を締結）した。

事務所スペースについては、平成23年４月から学術総合センターにある東京連絡所のフロア

の一部を独立行政法人国立高等専門学校機構に貸与している。

また、利用実態等を踏まえた効率化の観点から、千葉本部については、放送大学学園から賃

借している面積を減らし、東京連絡所においては、フロアの一部を追加で独立行政法人国立高

等専門学校機構へ一時使用承諾をし、経費節減を図る等、保有資産の不断の見直しを実施して

いる。

○ 「独立行政法人の制度及び組織の見直しの基本方針」（平成24年1月20日閣議決定）への対応

平成26年度を目処に設置される新法人に施設費貸付・交付事業を移管するに当たり、大学改革

を支援する法人として求められる事業の在り方を検討し、それを実現するための能力を高めるた

め、理事長のリーダーシップの下、平成24年４月17日付でセンターの新たな運営方針を策定し、

全役職員に対して周知徹底を行っている。

また、連絡会議、戦略会議においても必要に応じ、センターの運営方針について周知、再確認

を行っている。

なお、「独立行政法人の制度及び組織の見直しの基本方針」（平成24年１月20日閣議決定）に

基づく、当センターの廃止及び業務の移管等については、｢平成25年度予算編成の基本方針｣（平

成25年１月24日閣議決定）において、当面凍結するとされている。



- 18 -

○ 国立大学財務・経営支援懇談会

当センターの実施する事業について、国立大学法人等の実情を踏まえた事業展開を行うため、国

立大学法人等の立場から提言いただき、今後の事業展開の検討に活用することを目的とした「国立

大学財務・経営支援懇談会」を７月４日、10月17日、２月13日に開催している。

なお、平成24年度は、財務省理財局財投実地監査及び会計検査院からの指摘を踏まえ、施設費貸

付事業における審査基準の見直し及び施設費交付事業の財源確保等について議論がなされた。これ

を受けて、当該意見を集積し、当該見直し案へ反映させるとともに、今後のセンターの事業展開に

ついて活かすように努めた。

○ 独立行政法人評価委員会による評価結果への対応

文部科学省独立行政法人評価委員会による評価結果を踏まえ、以下の対応を行っている。

① 事業計画に関する事項

・ 施設費貸付・交付事業を中心とした業務の中で、効率性を求めるだけではなく、国立大学法

人に対してさらに効果的な事業を計画するため、施設費貸付事業においては、公的使命達成を

念頭に置いた経営の評価・審査能力等の向上に向けた取組みの推進、施設費交付事業において

は、財源確保の検討及び営繕事業費の配分方法の見直しを行っている。

・ 広島大学本部地区跡地の処分促進に向け、平成24年4月に大学との土地交換により整形化を

実施、さらに、土地購入者のリスクとなっていた被爆建物である旧理学部１号館建物及び敷地

周辺について広島市への譲与契約を締結した。

残りの土地についても、早期の処分完了に向けて当センターが主体となり、関係者と協議を

進めている。

② 業務運営に関する事項

法人業務等に対する国立大学法人等関係者以外の一般からのニーズを把握するため、地方銀行

役員、銀行系シンクタンク及びセンター債券に係る投資家からの意見聴取等を行っている。

③ その他

人材の育成の観点からの計画的かつ適正な配置を行うため、職員を積極的に研修等に参加させ、

職員の専門性の強化や意識改革を図っている。

（２）決算情報、セグメント情報の公表の充実等

平成21事業年度財務諸表から、新たなセグメント情報として「大学共同利用施設の管理運営事業」

を公開し、決算情報等の充実を図っている。

また、決算情報として、財務諸表のほか財務に関する情報をウェブサイトに掲載するなど、財務

内容等の一層の透明性の確保及び公表情報の充実を図っている。

５ 経費の削減状況

５ 運営費交付金を充当して行う業務については、業務の質の向上を図りつつ、既存事業の徹

底した見直し、効率化を図る。このため、一般管理費（退職手当を除く。）に関し、計画的

な削減に努め、３％以上の削減目標を達成するほか、その他の事業費（退職手当を除く。）

について、１％以上の業務の効率化を図る。

なお、大学共同利用施設の管理運営費等については、「独立行政法人の事務・事業の見直

しの基本方針（平成22年12月７日、閣議決定）」を踏まえ、平成24年度は実施しない。

（１）運営費交付金を充当して行う業務に係る効率化の状況

文部科学大臣の認可を受けた中期計画に基づき策定した年度計画の予算には、毎年、一般管理費

は３％、その他の事業費は１％の効率化が盛り込まれており、年度計画に掲げる予算について適正

に執行しつつ、年度計画以上の効率化を達成している。

なお、一般管理費については、対前年度比で16％削減されている。

また、事業費については、対前年度比44％（研究部廃止分を除くと13%）削減されている。
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① 一般管理費（退職手当を除く）の効率化の状況

・ 節電及び経費の削減・効率化のための意見募集

平成23年３月に発生した東日本大震災により、東京電力管内の電力供給力が大幅に低下し、平

成24度も電力不足が深刻化していたことから、当センターにおいても夏期及び冬期節電計画を定

め、業務に支障がない範囲において、電力の使用抑制を積極的に実施することを目的とし、「国

立大学財務・経営センターにおける自主的な無駄の削減への取組について」（平成21年10月１日

付理事長決定）を踏まえ、職員から意見募集を行い、夏季及び冬季休業日の設定等の意見を取り

入れた上で、夏期節電計画」（５月１日から10月31日）及び冬期節電計画（12月３日から３月29

日）を定め、節電及び経費の削減・効率化を図っている。

なお、節電計画の実施期間中における電気使用量は、節電計画による取組のほか、平成24年5

月17日付で一橋記念講堂等を国立大学法人一橋大学へ売却したこともあり、夏期節電計画におい

ては、対前年度同期比329,487KW（65.7%）減となっており、また、冬期節電計画においては、対

前年度同期（12月から１月）比82,363KW(80.5%)減の使用電力となっている。

・ 学術総合センターに係る経費の削減

平成24年5月17日付で一橋記念講堂等を国立大学法人一橋大学へ売却したことにより学術総合

センターにおける当センターの専有面積持分割合が低くなった結果、持分割合比で負担割合を定

めている以下の経費等が削減された。

・学術総合センター建物管理業務

（対前年度比46,939千円減）

・学術総合センター庁舎内清掃業務委託

（対前年度比6,268千円減）

・学術総合センター共用部分に係る損害（火災等）保険付保

（対前年度比352千円減）

・独立行政法人国立大学財務・経営センターに係る損害（火災等）保険付保

（対前年度比273千円減）

・ 本部固定資産使用料の削減

千葉本部については、放送大学学園から賃借しており、理事長及び総務課の事務室等として利

用している。

なお、平成24年度は、利用実態等を踏まえた効率化の観点から賃借面積を減らしたことにより、

使用料は対前年度比798千円減の3,522千円となっている。

・ 定期刊行物の見直し

毎年度、総務課において購読刊行物の不断の見直しを実施しており、平成24年度は、対前年度

比482千円の経費削減を図っている。

② 事業費（退職手当を除く）の効率化の状況

・ 広島大学跡地管理経費の削減

当センターでは、一般競争入札に当たっては、多くの入札者の参加を促し、競争性を確保する

ため、入札公告期間の延長及び詳細な調達情報の提供を実施する等、より多くの入札者の確保に

努めている。

その結果、本件の契約金額については、対前年度比263千円減となっている。

・ 定期刊行物の見直し

毎年度、施設助成課において、購読刊行物の不断の見直しを実施しており、平成24年度は、対

前年度比17千円の経費削減を図っている。

・ 「債券内容説明書」等の印刷製本費の削減

毎年度、センター債券発行の際に印刷製本している「債券内容説明書」等について、PDF（電

子）化をすることにより、平成24年度は、対前年度比450千円の経費削減を図っている。

③ その他効率化の状況

・ 旅費の節減・効率化

航空機による出張の際取得したマイルや航空会社の提供する法人向けサービスを活用し消耗品

と交換する等、経費の節減・効率化を図っている。

また、タクシーチケットについても極力使用しないこととし、平成24年度の利用実績はなく経

費削減（平成23年度：利用実績なし）を図っている。
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（２）大学共同利用施設の管理運営費に係る効率化の実施状況

大学共同利用施設である学術総合センター共用会議室等については、従来から適切な管理運営の

実施と効率化を図ってきたが、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成22年12月7

日閣議決定）を踏まえ、当センターが将来にわたり業務を確実に実施する上で必要がなくなったと

認められること等により、平成24年５月17日をもって、国立大学法人一橋大学に売却（平成24年５

月14日付で土地建物等売買契約を締結）した。

（３）その他業務効率化への取組

○ 旅費の節減・効率化

航空機による出張の際取得したマイルや航空会社の提供する法人向けサービスを活用し消耗品

と交換する等、経費の節減・効率化を図っている。

また、タクシーチケットについても極力使用しないこととし、平成24年度の利用実績はなく経費

削減（平成23年度：利用実績なし）を図っている。

（４）業務効率化の具体的成果の公表

平成24年度の各経費の効率化の具体的成果については、平成25年６月に業務実績報告書本編及び

資料編に掲載し、引き続きウェブサイトで公表を行うこととしている。

６ 随意契約の適正化等の推進

６ 契約については、原則として一般競争入札等によるものとし、独立行政法人整理合理化計

画に基づき、随意契約の適正化等を推進する。

（１）契約に係る規則等の整備及び運用状況

当センターでは、契約に係る規則として、国の基準に準じた「契約事務取扱規則」等を整備して

おり、当該規則等に基づき適切に運用している。また、公益法人等に対する会費の支出については、

「独立行政法人が支出する会費の見直しについて」(平成24年3月23日行政改革実行本部決定）で示

された観点を踏まえ、平成24年度以降の会費支出のあり方について不断の見直しを行うこととして

いる。

（２）審査体制の整備方針

契約に係る審査体制については、内部監査室による事前審査、監事監査による事後チェックを実

施することとし、平成21年度から契約監視委員会において、随意契約見直し計画の進捗状況等のフ

ォローアップ、競争性のない随意契約及び一者応札となってしまった案件の事後審査等を行うこと

としている。

（３）契約事務における執行体制及び一連のプロセス、執行・審査の担当者の相互のけん制

契約事務に係る執行体制について、「所管課長－総務部長－理事－理事長」の決裁を経て決定し

ている。

また、上記プロセスにおいて、課長の決裁終了後、内部監査室への合議を行い事前審査を実施し、

不備等があれば所管課等への修正を依頼している。

さらに、監事監査において事後チェックを行い、見直すべき点があれば指摘事項として、理事長

に報告する体制を構築している。

なお、平成24年度は問題等はなかった。

（４）整備された体制の実効性確保

上述のとおり、内部監査室の事前審査においては所管課への修正依頼により、また、監事監査に

よる事後チェックにおいては理事長への監査結果の報告によって、チェック体制の実効性を確保し

ている。
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（５）契約監視委員会の設置

独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針（平成22年12月７日閣議決定）を踏まえ、平成22

年度以降も当該委員会を設置し、平成25年２月には、当該委員会において、平成24年度末までに契

約締結が予定されている案件及び平成25年度の契約見込案件に係る契約の点検及び随意契約等見直

し計画について審議を行った。

（６）「随意契約見直し計画」の進捗状況

○ 随意契約見直し計画

随意契約見直し計画（平成22年４月）を策定し、引き続き、ウェブサイトに公表している。

○ 競争性のない随意契約

平成24年度の競争性のない随意契約については、これまでも契約監視委員会において、随意契約

によることが真にやむを得ないものとされた「本部（千葉市）固定資産使用料(3,522千円）」の１

件のみとなっている。

○ 一者応札における応札条件、応札者の範囲拡大のための取組

平成21年度に策定した改善方策を踏まえ、平成24年度のすべての案件において十分な公告期間の

確保や競争参加者の積極的な発掘、ウェブサイトにおける調達予定情報等の提供を実施し、競争性

の確保に努める等、現在考えられる対応可能な取組はすべて実施した結果、一般競争入札または企

画競争入札で契約したもののうち、一者応札・一者応募であった案件については、平成24年度は２

件(対前年度比２件減)となっている。

なお、応札が１社しかなかった理由等についても業者に聴き取りを行い、一者応札の要因につい

て分析するなど、引き続き、さらなる入札者参加拡大に努めている。

（７）独立行政法人の契約に係る情報の公表等

「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成22年12月７日閣議決定）に基づき、一

般競争入札公告にて、契約業者等に当センター役員経験者等が再就職している場合等はそれを公表

することとしているが、該当がなかった。また、公益法人等への会費の支出についても、「独立行

政法人が支出する会費の見直し」（平成24年３月23日行政改革実行本部決定）に基づき公表するこ

ととしているが、該当がなかった。

（８）契約における再委託の状況の把握

再委託に関しては、「契約事務取扱規則」に一括再委託の禁止、再委託に係る承認等の必要な規

定を設け、これに基づき契約の締結を行うこととしている。なお、再委託を行っている契約の該当

はない。

７ 独立行政法人大学評価・学位授与機構との統合

７ 「独立行政法人整理合理化計画」(平成19年12月24日閣議決定)に基づく独立行政法人大学

評価・学位授与機構との統合については、「独立行政法人の抜本的な見直しについて」（平

成21年12月25日閣議決定）において、当面凍結されているが、必要に応じ適切な対応を行う。

「独立行政法人整理合理化計画」(平成19年12月24日閣議決定)に基づく独立行政法人大学評価・学

位授与機構との統合については、「独立行政法人の抜本的な見直しについて」（平成21年12月25日閣

議決定）において、当面凍結されたことを踏まえ、平成24年度においては特段の措置は講じなかった。
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Ⅱ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成する

ためとるべき措置

１ 国立大学法人等の財産管理、財産処分及び財産の有効活用に関する協力・助言

本事業については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針（平成22年12月7日、

閣議決定）」を踏まえ、平成24年度は実施しない。

２ 施設費貸付事業及び施設費交付事業

（１）施設費貸付事業

（１）施設費貸付事業

① 文部科学省の施設整備等に関する計画に基づき、国立大学法人に対し、大学附属病院の

施設整備等に必要な資金として貸付けを行う。

② 貸付けに当たっては、国立大学法人の財務状況等を十分勘案し、償還確実性の審査等を

行う。

③ 貸付事業に必要となる財源として、長期借入れ及び債券発行により資金の調達を行う。

その際、国立大学法人の財務及び経営の改善に資するよう、公募等による効率的な資金の

調達に努める。

④ 貸付事業に係る債権について、貸付先に払込通知書を発行するなど長期借入金債務等の

償還を確実に行う。

① 施設費貸付事業の実績

平成24年度は、文部科学省の施設整備等に関する計画に基づき、34国立大学法人（83事業）に対

し、大学附属病院の施設整備等に必要な資金として、53,466百万円の貸付を行っている。

翌年度繰越額10,153百万円については、想定外の地盤、地中埋設物、土地汚染の発覚に対する処

理等に不測の日数を要したこと、免震構造の建物を建設する場合の国土交通大臣の認定に想定より

も時間を要したこと等によるものである。

また、貸付不用額2,478百万円については、各国立大学法人において入札を行った結果、落札価

格と予定額との間に差額が生じたため、貸付を行う必要がなくなったこと等によるものである。

なお、施設費貸付事業の実施に当たっては、適正な執行等に資するよう、以下の取組みを実施

している。

・ 平成24年６月、９月及び平成25年２月に開催された文部科学省主催の「国立大学法人等施

設整備に関する説明会」において、国立大学法人における施設費貸付事業の適切な事業の執

行に資するよう、当センターの審議役から国立大学法人の施設担当部課長に対して、工事進

捗状況の管理の徹底等について、周知を行っている。

・ 当センターは、財務省理財局に対して、当該年度の２月上旬までには施設費貸付事業に係

る借入金額を確定し報告する必要があることから、平成24年９月４日付け事務連絡「平成24

年度施設費貸付事業の最終貸付に係るスケジュールについて」において、貸付事業の執行に

当たっては、原則として平成25年１月末日までに契約を完了し、借入額を確定するなど、ス

ケジュール管理も含めた適正な執行を行うよう国立大学法人に通知している。

・ 平成23年度から広報活動の一環としてウェブサイトに掲載している「豊田理事長の国立大

学展望台」において、施設費貸付事業についての理解を深めていただくために事業概要や実

績等についての情報発信を行っている。
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（平成24年度の貸付実績） （単位：百万円）

区 分 当初予算額 前年度 予算現額 貸付額 翌年度 貸付不用額

繰越額 繰越額

施設整備費 (30法人) (18法人） (31法人) (30法人) (13法人) (19法人)

(42事業) (21事業） (63事業) (62事業) (13事業) (26事業)

41,790 9,763 51,554 39,877 9,521 2,156

病院特別医療 (19法人) (3法人） (21法人) (21法人) (1法人) (9法人)

機械整備費 (19事業) (3事業） (22事業) (21事業) (1事業) (9事業)

13,581 963 14,544 13,589 633 323

(34法人) (19法人） (35法人) (34法人) (14法人) (23法人）

合 計 (61事業) (24事業） (85事業) (83事業) (14事業) (35事業）

55,371 10,727 66,098 53,466 10,153 2,478

※単位未満を四捨五入しており、各欄の合計と表示合計は一致しない場合がある。

② 償還確実性の審査等

ａ 審査に係る規程等

施設費貸付事業については、「独立行政法人国立大学財務・経営センター施設費貸付規程（平

成16年８月２日理事長決定）」、「独立行政法人国立大学財務・経営センター貸付金債権管理規程

（平成16年８月２日理事長決定）」、「独立行政法人国立大学財務・経営センター施設費貸付事業

審査基準（平成16年８月２日理事長決定）」及び「審査基準等の運用手続き（平成18年３月15日

理事長決定）」に基づき、事業目的及び内容が独立行政法人国立大学財務・経営センター法第13

条第２号に基づき文部科学大臣の定めた範囲内であり、かつ償還能力及び担保能力があるかどう

か等を総合的に審査し、適正に実施している。

ｂ 具体的審査内容

平成24年度は、国立大学法人からの文部科学省への概算要求時及び借入金認可申請時における

事前審査並びに国立大学法人から当センターへの借入申請時における本審査を実施した。

事前審査は、国立大学法人の概算要求時に文部科学省における翌年度の貸付対象事業の選定に

資するため、償還確実性を中心に実施した。さらに文部科学省への借入金認可申請時における審

査においては、事業内容、借入時期の妥当性及び収支見込みの妥当性について審査を実施した。

国立大学法人からの借入申請時における本審査においては、①事業内容、②償還能力、③担保

力について総合的な審査を実施した。①については申請内容が文部科学大臣の定めた範囲内であ

るかどうか、②については借入金及び債券発行残高が診療収入の100分の400以内であるかどうか、

及び借入金等元利償還額が事業年度における診療収入の100分の30以内であるかどうか、③につ

いては担保物件の評価額が債務残高を超過しているかどうかについて審査を実施している。

また、施設費貸付事業を通して、国立大学附属病院の将来にわたる債務償還確実性を担保しつ

つ、本来の役割である教育・研究、高度先進医療、地域貢献等の公的使命の維持・発展を図るこ

とを踏まえ、これまで以上に効果的な事業を実施するため、現在の審査基準について、民間の貸

付審査手法等を調査し、それを活用することにより、さらなる財務状況の点検及び償還確実性の

確認項目等の見直しを行っている。

なお、公的使命達成を念頭に置いた経営の評価・審査能力等の向上に向けた取り組みを推進す

る上で、これまで研究部が行ってきた国立大学附属病院の運営状況の把握・分析についても、引

き続き、施設費貸付事業に係る附帯事業として実施している。

ｃ 貸付金債権の管理

貸付金債権の回収を確実なものとするため、国立大学法人から「施設費貸付事業状況報告書」

等を提出いただき、貸付事業の実施状況及び担保物件の異動状況等について確認を行っている。

また、国立大学法人の財務諸表確定後に財務状況について報告いただくとともに、「経営管理
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の指標に関する資料」により、附属病院に係る診療収入及び医業費用等の推移を確認し、償還確

実性に影響を与えるような著しい変動がないことを確認している。

③ 施設費貸付事業財源の調達

ａ 長期借入金

平成24年度は、施設費貸付事業の財源として財政融資資金から49,995百万円（平成23年度から

の繰越額10,694百万円を含む）の長期借入を行っている。

ｂ センター債券の発行

上記借入金のほか、センター債券の発行により市場から5,000百万円の資金調達を行った。

センター債券の発行に当たっては、投資家の投資判断に資するための「債券内容説明書」を作

成し、個別投資家訪問の実施及び関連情報をウェブサイトへ掲載等により、ＩＲ活動（投資家向

け広報活動）を積極的に行い、当センターの事業内容や財務状況を公開することで透明性の確保

に努めるとともに、センター債券に係る格付を新たに取得している。

なお、債券発行に係る主幹事証券会社及び格付機関の選定については、企画競争を実施し、主

幹事証券会社については、５社から応札があり、うち２社を選定、また、格付機関については、

１社から応札があり、当該業者を選定した。

【センター債券発行状況】

発行総額（額面価額） 50億円

格 付 け ＡＡ（㈱格付投資情報センター（Ｒ＆Ｉ））

引受並びに募集の取扱者 みずほ証券㈱及び三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券㈱

募集の受託会社 ㈱三菱東京ＵＦＪ銀行

（平成24年度の調達実績） （単位：百万円）

予 算 額 調 達 額 不 用 額 等

区 分 財政融資資金 財政融資資金 財政融資資金

債 券 債 券

計画額 繰越額 発 行 計画額 繰越額 発 行 繰越額 不用額

施 設 整 備 費 41,790 9,763 － 30,146 9,731 － 9,521 2,156

病院特別医療 10,110 963 3,471 9,154 963 3,471 633 323

機械整備費

合 計 51,900 10,727 3,471 39,301 10,694 3,471 10,153 2,478

※単位未満を四捨五入しており、各欄の合計と表示合計は一致しない場合がある。

※債券発行額は、既発行債券の償還分（1,529百万円）を除いた額である。

ｃ 国立大学法人等の資金計画に対する適切な対応

施設費の貸付に当たっては、国立大学法人の資金計画に適切に対応するため、財政融資資金か

らの借入は６月以降毎月１回実施している。また、センター債券の発行は、市場環境を勘案して

平成25年２月１日に条件決定し、同月28日に発行した。

なお、工期の遅延等により借入計画の遅れが生じないよう、各法人から、資金計画表、支払い

日程調査表の提出を月に一度求め、当センターにおいて、未契約等が確認された場合には、各法

人から契約時期、支払計画の時期等の事情を聴取し、確認するなど連絡を密にして対応している。
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さらに、資金計画を正確に把握するため、自然災害が発生した場合、工事の大幅な遅延により

資金計画の変更が予想されることから、そのような場合には直ちに当センターに報告するよう、

国立大学法人に対し、電子メール等にて周知するとともに、当該地域に対しては当センターから

個別に状況の確認を行っている。

ｄ 金融市場の状況把握

貸付事業に係る資金調達に当たっては、年度末の資金需要に合わせたセンター債券の発行を実

施するため、金融市場の状況等を常に的確に把握しておく必要があることから、証券会社等の民

間金融機関主催のセミナーに担当職員を参加させている。なお、セミナーには、直接業務を遂行

する職員のみならず、意思決定に携わる役員も積極的に参加している。

また、平成23年度から広報活動の一環としてウェブサイトに掲載している「豊田理事長の国立

大学展望台」において、センター債券についての理解を深めていただくために制度概要や実績等

についての情報発信を行っている。

【セミナー参加状況】

・ 4月5日､7月10日､10月10日、1月10日:金融市場調査部マクロセミナー（みずほ証券） 計 ７ 名 参 加

・ 5月8日､7月3日：資金運用担当者セミナー（SMBC日興証券） 計３名参加

・ 5月21日:債券に関する勉強会（三菱UFJﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰ証券） ８名参加

・ 5月24日：金利見通しに関する勉強会（三菱UFJﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰ証券） ８名参加

・ 7月10日､11月30日：学校法人財務・経営セミナー（SMBC日興証券） 計３名参加

・ 7月12日、1月11日：学校経営セミナー（三菱UFJﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰ証券） 計６名参加

・ 7月19日、3月6日：本店経済セミナー（三菱UFJﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰ証券） 計５名参加

④ 債権回収及び債務償還の状況

独立行政法人国立大学財務・経営センター貸付金債権管理規程等に基づき、国立大学法人から貸

付金の回収を行うとともに、財政融資資金に対する長期借入金債務の確実な償還を実施（回収及び

償還は毎年度９月及び３月）している。

また、回収の確実性を確保するため、金銭消費貸借契約に基づき、状況報告書の徴取（毎事業年

度終了後に事業状況報告書及び事業完了報告書を徴取）、財務諸表等の徴取（貸付期間中において、

毎事業年度終了後に前年度の決算に関する財務諸表等を徴取）を実施したほか、３国立大学法人（東

京大学、京都大学、琉球大学）に対して、貸付対象事業に係る現地調査を実施した。

平成24年度の債権回収については、以下のとおりであり、回収率及び償還率はともに100％であ

る。

（平成24年度の償還実績） （単位：百万円）

債務償還の状況 債権回収の状況

区 分

前年度末 借入額 前年度繰 元 金 年度末 利 子 元 金 年度末 利 子

債務残高 越借入額 償還額 債務残高 支払額 回収額 債権額 回収額

財政融資資金 391,752 39,301 10,694 20,111 421,635 5,192

23,582 446,634 5,617

センター債券 25,000 5,000 － 5,000 25,000 210

※単位未満を四捨五入しており、各欄の合計と表示合計は一致しない場合がある。

※国立大学法人からの元金回収額とセンターの財政融資資金への元金償還額には、国立大学法人か

らの繰上償還額（17百万円）を含む。

※国立大学法人からの利子回収額には、国立大学法人からの繰上償還に伴う弁済補償金（158千円）

を含む。

※センターの財政融資資金への利子支払額には、国立大学法人からの繰上償還に伴う補償金（76千

円）を含む。

※国立大学法人からの元金回収額とセンターの財政融資資金への元金償還額の差額は、センタ―債

券償還財源に充当している。
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※国立大学法人からの利子回収額とセンターの財政融資資金への利子支払額の差額は、センター債

券に係る利子支払額及び債券発行諸費用に充当している。

（２）施設費交付事業

（２）施設費交付事業

① 文部科学省の施設整備等に関する計画に基づき、国立大学法人等に対し、施設整備等に

必要な資金として交付を行う。

② 施設費交付事業の実施に当たっては、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法

律（昭和30年法律第179号）」に準じ、交付対象事業の適正な実施の確保を図る。

① 施設費交付事業の実績

平成24年度は、文部科学省の施設整備等に関する計画に基づき、90国立大学法人等（100事業）

に対し、施設整備等に必要な資金5,501百万円を交付決定した。

交付金の支払いについては、国立大学法人等の資金需要に適切に対応するため、国立大学法人等

の請求に基づき概算払いにより行った。

なお、次年度確定見込額77百万円については、1国立大学法人において、近隣住民からの工事の

騒音に対する苦情よる工期の遅延等によるものである。

また、不用額25百万円については、国立大学法人等において入札を行った結果、落札価格と予定

額との間に差額が生じたこと等によるものである。

その他、施設費交付事業の実施に当たっては、適正な執行等に資するよう、以下の取組みを実

施している。

・ 平成24年６月、９月及び平成25年２月に開催された文部科学省主催の「国立大学法人等施

設整備に関する説明会」において、国立大学法人等のおける施設費交付事業の適切な執行に

資するよう、当センターの審議役から国立大学法人等の施設担当部課長に対して、工事進捗

状況の管理の徹底及び施設費交付事業について、補助金適正化法の中でも特に財産処分制限(目

的外使用、譲渡、交換、貸付及び担保提供を含む)の関係で事業により取得した50万円以上の

財産を処分する場合は、事前に当センターの理事長の承認が必要となる旨説明を行い、周知

している。

・ 平成23年度から広報活動の一環としてウェブサイトに掲載している「豊田理事長の国立大学

展望台」において、施設費交付事業についての理解を深めていただくために事業概要やこれま

での実績等についての情報発信を行っている。

（平成24年度の交付実績） （単位：百万円）

次 年 度

区 分 交付決定額 支払済額 確 定 額 確定見込額 不 用 額

(複数年事業)

( 90法人) ( 90法人) (89法人) (1法人) ( 5法人)

営繕事業費 (100事業) (100事業) (98事業) (2事業) (10事業)

5,501 5,485 5,399 77 25

不動産購入費 － － － － －

施設整備費 － － － － －

( 90法人) ( 90法人) (89法人) (1法人) ( 5法人)

総 計 (100事業) (100事業) (98事業) (2事業) (10事業)

5,501 5,485 5,399 77 25

※単位未満を四捨五入しており、各欄の合計と表示合計は一致しない場合がある。
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② 施設費交付事業の適正な実施

施設費交付事業の実施に当たっては、独立行政法人国立大学財務・経営センター法及び同法によ

り準用する「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第179号）」、さらに

は「独立行政法人国立大学財務・経営センター施設費交付事業費交付要綱」等に基づき、交付対象

事業の適正な実施の確保を図っている。具体的には、当センターは、国立大学法人等から、法人名、

事業名、交付申請額、事業の目的と内容などが記載された交付申請書の提出を受け、①交付申請額

が予算の範囲内か、②事業の目的・内容が文部科学大臣の施設整備等に関する計画及び文部科学大

臣の定めに合致したものか等について審査し、適正と認められたため、交付決定を行った。

また、当該事業完了後には、各国立大学法人等から提出される実績報告書について、①当該報告

事業が上記法令等に反することなく実施されたか、②当該報告事業が交付決定の内容及びこれに付

した条件に適合しているかなどの審査を行い、適正と認められた事業について交付金の額の確定を

行った。

これらのほか、施設費交付事業に係る予算の執行の適正を期するため、３国立大学法人（東京大

学、京都大学、琉球大学）に対し、施設費交付対象事業に係る現地調査を実施した。

③ 施設費交付事業の財源の確保

国立大学法人等が国から出資された土地を処分した場合、その処分収入の一部を当センターに納

付する仕組みとなっており、平成24年度は、９国立大学法人等から275百万円が納付された。

また、当センターが継承した旧特定学校財産である広島大学本部地区跡地については、土地使用

料として3百万円の収入があった。同じく東京大学生産技術研究所跡地については、4月に国立新美

術館用地として独立行政法人国立美術館に土地持分を売却したことによる代金5,100百万円及び当

センターが所有し、同法人に賃貸している未売却分の土地使用料として343百万円（※１）の収入

を得ており、さらには、施設費交付事業の財源とするために資金を運用し、39百万円（※２）の運

用収入を得ている。

なお、施設費交付事業の現在の限られた財源について、より有効的な活用が図れるよう、国立大

学法人等の自己収入等の獲得額の格差等を考慮した営繕事業費の配分方法への見直しについて、文

部科学省と協議を行い検討を開始するとともに、現在の土地処分収入に限定しない新たな財源確保

の可能性について、戦略会議での検討をはじめ、関係各所と協議を行った。

※１：土地使用料343百万円のうち94百万円は、当該土地に係る固定資産税相当分であり、その差

額249百万円が、施設費交付事業の財源となる。

※２：39百万円は平成24年度における現金収納額。そのほか、平成25年度に満期となる国債に係る

利息が２百万円ある。

３ 高等教育に係る財政及び国立大学法人等の財務・経営に関する調査及び研究

本事業については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針（平成22年12月7日、

閣議決定）」を踏まえ、平成24年度は実施しない。

４ 財務・経営に関する情報提供等

（１）国立大学法人等の財務及び経営の改善に資するための情報提供

（１）国立大学法人等の財務及び経営の改善に資するための情報提供

本事業については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針（平成22年12月7日、

閣議決定）」を踏まえ、平成24年度は実施しない。
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（２）財務・経営の改善に関する協力・助言

（２）財務・経営の改善に関する協力・助言

本事業については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針（平成22年12月7日、

閣議決定）」を踏まえ、平成24年度は実施しない。

（３）大学共同利用施設の管理運営

（３）大学共同利用施設の管理運営

「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針（平成22年12月7日、閣議決定）」を踏

まえ、大学共同利用施設を売却する。

大学共同利用施設については、当センターが将来にわたり業務を確実に実施する上で必要がなくなっ

たと認められること等により、それぞれ複数の不動産鑑定士に施設の鑑定評価をしてもらった結果を平

均することで評価額を決定し、それに基づいて、キャンパス・イノベーションセンター（東京及び大阪）

については、平成24年４月をもって、それぞれ国立大学法人東京工業大学及び国立大学法人大阪大学に

売却（それぞれ平成24年３月30日付で建物等売買契約を締結）した。

また、講堂・会議室等についても、平成24年５月17日をもって、国立大学法人一橋大学に売却（平

成24年５月14日付で土地建物等売買契約を締結）した。

なお、売却額は以下のとおり。

・CIC東京 ：515,937千円

・CIC大阪 ：360,579千円

・講堂・会議室等：266,419千円

（４）国立大学法人財務・経営情報提供システムの運用

（４）国立大学法人財務・経営情報提供システムの運用

本事業については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針（平成22年12月7日、

閣議決定）」を踏まえ、平成24年度は実施しない。

５ 国から承継した財産等の処理

（１）旧特定学校財産の管理処分

（１）旧特定学校財産の管理処分

国から承継した旧特定学校財産について、施設費交付事業等の財源に充てるため、次のと

おり対応し、その処分促進に努める。

① 広島大学本部地区跡地

地元自治体との協議を進め、可能な限り早期に処分できるよう、その促進に努める。

なお、地元自治体による具体的な処分が見込まれない場合は、速やかに一般競争により処

分を行う。

② 東京大学生産技術研究所跡地

独立行政法人国立美術館に対し国立新美術館用地として、予算に応じて分割して売却す

る。なお、未売却部分については国立新美術館用地として、貸付を継続する。

① 広島大学本部地区跡地の状況

広島大学本部地区跡地については、広島市及び広島大学が中心となって立ち上げた「ひろしまの

『知の拠点』再生プロジェクト」の実現に向け、土地の整形化が必要不可欠なことから、平成24年4

月に広島大学と土地交換を実施したところである。

また、広島市との土地交換についても、当センターが主体となり、広島市及び関係者と協議を重

ねてきたが、交換予定地であった広島市所有の公園土地について、平成24年10月に近隣住民等から
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当該土地交換に反対する要望書が提出されたこと等により、土地交換の実現が不可能となった。

そのため、広島市とは土地交換を実施せず、当センター所有の交換予定だった土地のうち旧理学

部１号館建物及び敷地周辺を売却する方向で鑑定評価を行ったが、土壌汚染等の減額要素が大きく、

実際の評価額がマイナスであったことから、当該土地を広島市に譲与する契約を平成25年3月に締

結した。

また、残りの土地についても、平成25年度内にプロジェクト参加希望者（事業者）の募集の協議

を開始し、早期に売却できるよう当センターが主体となり広島市及び広島大学等の関係者と協議を

進めている。

② 東京大学生産技術研究所跡地の状況

東京大学生産技術研究所跡地については、平成19年度より独立行政法人国立美術館に措置され

る予算の範囲内で、分割して持分売却を行っている。

平成24年度は、4月24日に持分286,882/2,997,481を5,100百万円で売却。これにより、売却持分

累計比率は59.8％となり、未売却持分比率は40.2％となっている。

未売却の土地については、独立行政法人国立美術館と使用契約を締結し、土地使用料として343

百万円（※１）を徴収している。

なお、来年度以降も、独立行政法人国立美術館の予算額に応じて、引き続きセンター持分を売却

していく予定である。売却完了時期については、予算額や土地価格の大幅な変動がない限り平成29

年度に完了する見込みとなっている。

※１：土地使用料343百万円のうち94百万円は、当該土地に係る固定資産税相当分

（２）承継債務償還

（２）承継債務償還

国から承継した旧国立学校特別会計の財政融資資金からの債務について、関係する４３国

立大学法人から納付される金銭を確実に徴収し、承継債務（旧国立学校特別会計法に基づく

国立学校特別会計の財政融資資金からの負債）の償還及び当該債務に係る利子の支払いを確

実に行う。

国から承継した旧国立学校特別会計の財政融資資金からの借入に係る債務について、43国立大学法

人から納付される金銭を回収し、財政融資資金への償還を実施（回収・償還は毎年度９月及び３月、

あるいは５月及び11月）している。

平成24年度の債権回収及び債務償還については、以下のとおりであり、回収率及び償還率はともに

100％である。

（平成24年度償還実績） （単位：百万円）

承継債務償還の状況 債務負担金債権の回収状況

区 分

債務承継額 前年度末 元 金 年 度 末 利 子 元 金 利 子

債務残高 償還額 債務残高 支払額 回収額 回収額

附属病院整備に係る 1,000,987 437,793 54,949 382,844 10,622 54,949 10,622

債務

附属病院整備以外に 3,750 － － － － － －

係る債務

合 計 1,004,737 437,793 54,949 382,844 10,622 54,949 10,622

※単位未満を四捨五入しており、各欄の合計と表示合計は一致しない場合がある。
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Ⅲ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画

１ 自己収入の確保

１ 自己収入の確保

大学共同利用施設について適正な利用料の徴収を行うとともに、利用率の向上に努める。

大学共同利用施設については、当センターが将来にわたり業務を確実に実施する上で必要がなく

なったと認められること等により、それぞれ複数の不動産鑑定士に施設の鑑定評価をしてもらった

結果を平均することで評価額を決定し、それに基づいて、キャンパス・イノベーションセンター（東

京及び大阪）については、平成24年４月をもって、それぞれ国立大学法人東京工業大学及び国立大

学法人大阪大学に売却（それぞれ平成24年３月30日付で建物等売買契約を締結）した。

また、講堂・会議室等についても、平成24年５月17日をもって、国立大学法人一橋大学に売却（平

成24年５月14日付で土地建物等売買契約を締結）した。

なお、売却額は以下のとおり。

・CIC東京 ：515,937千円

・CIC大阪 ：360,579千円

・講堂・会議室等：266,419千円

２ 人件費の削減

２ 人件費の削減

平成24年度の常勤役職員に係る人件費について削減する。ただし、今後の人事院勧告を踏

まえた給与改定分については、削減対象から除く。なお、人件費の範囲は、報酬（給与）、

賞与、その他の手当であり、退職金、福利厚生費（法廷福利費及び法定外福利費）は含まな

い。その際、国家公務員の給与構造改革を踏まえ、役職員の給与について、必要な見直しを

行う。

なお、職員の給与水準については、独立行政法人整理合理化計画に基づいた給与改革を進

める。

① 常勤役職員に係る人件費

平成24年度の常勤役職員に係る人件費の決算額は、123,881千円であった。これは、平成17年度

の決算額252,248千円に対し50.9％の削減となり、総人件費改革の目標を十分に上回る実績となっ

た。

② 給与規則等の見直し

「国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律」（平成24年2月29日施行）を踏まえ、平

成24年４月に役員給与規則、５月に職員給与規則等の規則を国に準じて改正している。

また、｢国家公務員退職手当法｣の改正（平成24年11月16日）を踏まえ、12月に役員退職手当規則

及び職員退職手当規則を国に準じて改正している。

③ 事務職員の給与水準

平成24年度の事務職員の給与水準については、対国家公務員指数（法人基準年齢階層ラスパイレ

ス指数）は108.7となった。

これは、当センターの所在地が地域手当の支給地であることが主な要因であり、地域を勘案した

指数は98.1となり、国家公務員よりも低い水準である。

④ レクリエーション経費、国とは異なる諸手当の状況

レクリエーション経費及び国とは異なる諸手当について、該当はない。
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⑤ 法定外福利費の状況

法定外福利費については、下記の支出実績があった。

・役員宿舎借上費 1,140千円

・健康診断費 233千円

・役員普通傷害保険料 365千円

・職員労災保険（法定外補償） 47千円

Ⅳ 短期借入金の借入状況

平成24年度において、実績はなかった。

Ⅴ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供した実績

平成24年度において、実績はなかった。

Ⅵ 剰余金の使用実績

平成24年度においては、第１期中期目標期間繰越積立金のうち20,674千円を取崩し、第１期中期目

標期間において自己収入で購入した固定資産の減価償却額及び減損額に充当した（※）。

※）現金の支出を伴わない、会計上の処理である。

Ⅶ その他主務省令で定める業務運営に関する事項

１ 人事に関する計画の策定・実施状況等

（１）人事に関する計画

１ 人事に関する計画

（１）方針

① 限られた人員での効率的・効果的な業務の遂行を実現するため、業務量の変動に応

じた柔軟な組織体制を構築するとともに、人事交流により質の高い人材の確保を図り、

職員の計画的かつ適正な配置を行う。

② 専門的研修事業等の活用により、職員の専門性を高めるとともに、意識向上を図る。

（２）人員に係る指標

常勤職員数については、抑制を図る。

① 人事管理の方針

事務組織については、平成24年度当初は、総務部長１名、総務部副部長１名、審議役１名、総務

課６名、施設助成課６名の計15名（対前年度比３名減）の体制で各事業を実施していたが、５月に

完了した大学共同利用施設の売却による当該施設の管理・運営業務の移管及びセンターの今後の事

業展開等を踏まえ、事務組織の見直し及びプロパー職員の新規採用を行い、10月からは、総務部長

１名、総務部副部長１名、審議役１名、総務課６名、施設助成課５名の計14名の体制で各事業を実

施している。

人事交流については、当センターの業務が国立大学法人等全体に関わるものであることから、例

えば、国立大学法人からの交流者にとっては、当センターでの職務で幅広い知識や情報が得られる

ことにより、専門性の向上が図られ、また、当センターにとっては、交流者の国立大学での現場経

験が業務強化につながるなど、人事交流を行う組織や個々の職員にとってメリットのある交流を実

施している。

② 職員研修

受講対象者の要件に該当する職員がいる場合には、可能な限り研修等に参加させ、職員の専門性

の強化や意識改革を図っている。

平成24年度は、業務に関し、理事長及び理事による講話を５回実施し、職員への当センターのミ

ッションに対する知識・理解を深化させている。

また、新たに定常業務の確実かつ効率的な履行に資するため、各職員から係の所掌事務の説明や
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業務の改善案、改善報告等の発表会を11月20日に行い、当該発表を通して各職員に目的意識を持た

せ、意識改革を進める取組を行った。

さらに平成23年度の公文書管理法施行に伴い、センター内でも職員の公文書管理や情報公開等に

関する知識等の取得及び向上のため、国立公文書館等が主催する研修を受講した職員を講師とした

センター独自の研修（参加者：17名）を12月19日に実施している。




